
 

対東ティモール民主共和国 国別開発協力方針 

２０２４年９月 
１ 東ティモールに対する開発協力のねらい 
（１）東ティモールは、小スンダ列島東端に位置するティモール島の東半分を占め、

島の西側はインドネシアと国境を接し、南側はオーストラリアとティモール海を挟ん

で近接する海上交通路の要衝に位置する。自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）

の実現を図る上で重要なパートナーとして、民主主義、人権、法の支配といった基本

的価値を共有する友好国である。 

（２）我が国は、独立回復以前の１９９９年に、第１回東ティモール支援国会合を東

京で開催して以来、主要ドナーとして同国に寄り添いながら一貫して国造りを支援し

てきている。また東ティモールは、２０２２年１１月のＡＳＥＡＮ首脳会議でＡＳＥ

ＡＮへの原則加盟が認められ、オブザーバーの地位が与えられた。現在は、早期の正

式加盟を目指し、２０２３年５月のＡＳＥＡＮ首脳会議で採択されたロードマップに

基づく取組が行われており、我が国は、その取組を支援している。さらに、２０２３

年１２月には、両国関係が「持続可能な成長と発展のための包括的パートナーシップ」

に引き上げられた。 

（３）東ティモールは、２００２年の独立回復以降、同国近海で産出する天然資源（石

油、天然ガス）収入を財源として、これまで比較的安定した経済運営及び開発の取組

を進めてきているものの、政府財源を支える石油基金は２０３０年代には枯渇する見

通しであり、財政的安定と長期的国家開発を実現するため、産業開発を含む代替収入

源の確保が急務となっている。しかしながらその基盤となる道路や港湾といった基幹

インフラ、国民への社会サービスの提供や国内産業の発達のための環境は依然として

整備途上にあり、日常食品等の輸入や海外送金への依存度も高い。また、こういった

課題の克服のためにあらゆる分野における人材育成も必要であり、取り組むべき開発

課題は依然として多い。また、２０２１年４月に発生した集中的な豪雨により洪水が

発生し大きな被害がでるなど、自然災害に対する脆弱性も顕著である。 
（４）東ティモールは、２０１１年月に発表した「戦略開発計画（ＳＤＰ）」に基づ

き、２０３０年までに経済の天然資源収入依存から脱却することを通じ、高中所得国

入りを目指している。２０２３年７月に発足した現政権は、持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）との整合性を有するＳＤＰの下、第９次政権プログラムの中で、より具体的

な開発方針を示している。 
（５）我が国が東ティモールのこうした方針を踏まえた協力を実施していくことは、

天然ガスの産出国として、日本のエネルギー安全保障にも貢献してきた同国との包括

的パートナーシップを更に強化することとなり、また、同国における我が国のプレゼ

ンスの向上にも資する。さらに、地域の文脈においても、今後ＡＳＥＡＮへの正式加

盟が期待され、基本的価値を共有する同国の持続可能な成長及び開発の実現は、地域

全体の安定と繁栄、我が国の対ＡＳＥＡＮ外交の強化、ＦＯＩＰの実現に寄与するな

ど、同国に対する支援の意義は大きい。 
 
２ 我が国のＯＤＡの基本方針（大目標）：ＡＳＥＡＮ正式加盟及びその後を見据え

た持続可能な成長及び開発の基盤づくり強化 
 ２０３０年までの高中所得国入りの実現に向け、東ティモールの持続可能な国造り



 
を実現するために、経済社会開発の基盤整備や産業多様化を図りながら、社会サービ

ス機能を強化するとともに、その実現に向けて各分野における人材育成や制度構築に

協力していく。東ティモールが、ＡＳＥＡＮ地域及び国際社会の一員として、持続可

能な成長と開発の軌道を描けるよう、基盤強化に向けた協力を実施する。 
 
３ 重点分野（中目標） 
（１）経済成長のための基盤強化及び産業多様化 
持続可能な経済成長の実現のため、我が国の高い技術力を活かし、質の高い経済社

会基盤（港湾、空港、道路等）の整備に協力する。同国の脆弱性（特に自然災害リス

クは顕著）の克服を後押しするため、我が国の知見・経験を生かした災害・気候変動

対策に資する協力を展開する。 
 また、天然資源及び日常食品等の輸入への依存から脱却するため、民間セクターの

強化支援策として、基幹産業である農業（米、コーヒー等）の強化や、水産業や観光

業等の産業多様化の潜在性のある分野における協力を行うとともに、将来を担う若手

産業人材の育成に協力する。 
（２）社会サービス機能の強化 
持続可能な成長及び開発にとって不可欠である社会サービスの普及及び質の向上

のため、保健・医療（医療機関整備、母子保健、衛生）、栄養、教育（初等、高等）

分野等の協力を行う。また、人間の安全保障の観点から、所得、ジェンダーないし居

住地域による格差是正を図るべく、草の根レベルにおいても脆弱なコミュニティの基

礎的なインフラ、医療、教育への支援を通して、誰一人取り残されないよう配慮する。 
（３）ガバナンスの強化 
ＡＳＥＡＮ正式加盟の実現や、また加盟後におけるＡＳＥＡＮ及び国際社会の一員

としての自立的かつ責任ある外交の展開を後押しするため、地方分権化を視野に入れ

た安定した国家運営のための基盤づくり・強化を念頭に、行政機関の組織としての能

力及びそれを支える人材の能力向上を支援する。また、民間経済活性化の土台となる

ビジネス環境の整備も念頭においた法制度整備や、ＦＯＩＰも念頭においた海上保安

能力、法執行能力及び刑事司法の強化等の協力に取り組む。 
 
４  留意事項１ 
（１）我が国の知見や技術を積極的に活用し、異なるスキーム・方式を組み合わせた

支援を行うことにより、高い相乗効果の発揮や効率的な実施を目指す。また、今後の

ＡＳＥＡＮ正式加盟を見据えた日本企業の同国への関心の高まりや、日本への技能実

習・育成就労への関心に留意しつつ、支援を実施していく。 
（２）東ティモール政府は、２０３０年代の石油基金の枯渇も念頭に、グレーター・

サンライズ・ガス田（それに関連するインフラ施設等を含む）の開発を国家プロジェ

クトとして推進している。将来的に、同開発に係る計画の方向性が固まった段階で、

それに関連する開発ニーズが生ずる可能性があることに留意する。  （了） 
 
別紙： 事業展開計画 
１なお、当該国を対象として実施された過去のＯＤＡ国別評価は次のとおり。 

東ティモール国別評価（2021）  

報告書掲載先：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100342583.pdf 


